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七
飯
町
農
業
委
員
会　

会
長　

久
保
田　

隆
博

　

日
頃
よ
り
農
業
委
員
会
の
業
務
推
進
に
ご
理

解
と
ご
協
力
を
賜
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
夏
は
、
い
ず
れ
も
８
月
に
発
生
し
た
台
風

７
・
９
・
11
号
が
連
続
し
て
北
海
道
に
上
陸
し
、

当
町
を
含
む
道
南
地
域
に
お
い
て
は
、
台
風
10

号
が
猛
威
を
振
る
い
、
農
業
用
施
設
や
農
作
物

等
に
も
多
く
の
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
被

害
を
受
け
ら
れ
た
皆
様
に
心
か
ら
お
見
舞
い
申

し
上
げ
ま
す
。
一
日
も
早
い
復
旧
を
心
よ
り
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
ご
存
知
の
よ
う
に
平
成
28
年
４
月
１

日
よ
り
改
正
さ
れ
た
農
業
委
員
会
法
に
よ
っ

て
、
農
地
の
最
適
利
用
推
進
政
策
に
基
づ
い
た

業
務
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
１
９

６
０
年
代
の
ピ
ー
ク
時
、
全
国
で
約
６
０
０
万

戸
と
し
て
い
た
農
家
戸
数
は
、
現
在
約
２
１
５

万
戸
ま
で
減
少
し
、焦
眉
の
状
態
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
ま
ま
で
は
食
糧
の
安
全
確
保
が
危
ぶ
ま
れ

る
こ
と
か
ら
、
政
府
は
食
糧
自
給
率
を
現
在
の

39
％
か
ら
50
％
に
増
加
さ
せ
る
施
策
を
打
ち
出

し
て
お
り
ま
す
。

　

農
家
戸
数
の
減
少
は
、
こ
れ
ま
で
は
離
農
し

た
農
業
者
の
所
有
し
て
い
た
農
地
が
担
い
手
に

集
積
さ
れ
、
一
戸
当
た
り
の
経
営
規
模
拡
大
に

繋
が
り
、
地
域
農
業
の
発
展
に
寄
与
し
て
き
た

こ
と
は
事
実
で
す
が
、
今
後
も
農
業
者
の
減
少

が
加
速
す
る
と
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

農
地
の
受
け
皿
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　

現
状
で
は
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
活
用
は

少
な
い
で
す
が
、
各
担
い
手
の
農
地
の
拡
大
意

欲
は
非
常
に
旺
盛
で
あ
り
ま
す
。
当
事
業
等
を

活
用
し
て
農
地
の
有
効
活
用
を
図
り
、
七
飯
町

内
に
あ
る
耕
作
地
の
全
て
で
食
糧
を
生
産
す
る

こ
と
で
地
域
消
費
者
に
安
心
感
を
与
え
、
そ
れ

を
笑
顔
で
食
す
る
喜
び
を
消
費
者
と
と
も
に
享

受
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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第
21
回　

平
成
28
年
２
月
25
日

・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

４
件
（
可
決
）

・ 
農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
し
出
に

つ
い
て

　

第
22
回　

平
成
28
年
３
月
23
日

・ 

農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て（
所
有
権
移
転
）

１
件
（
可
決
）

・ 

農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
（
賃
貸
借
）

１
件
（
可
決
）

・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

１
件
（
可
決
）
１
件
（
否
決
）

・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
賃
貸
借
）９

件
（
可
決
）

・ 

農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
し
出
に

つ
い
て

　

第
23
回　

平
成
28
年
４
月
26
日

・ 

農
地
法
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
（
農
委
許
可
）

１
件
（
可
決
）

・ 

農
地
法
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
（
農
委
許
可
）

１
件
（
可
決
）

・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

７
件
（
可
決
）

・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
賃
貸
借
）７

件
（
可
決
）

・ 

土
地
の
現
況
証
明
願
に
つ
い
て

１
件
（
可
決
）

・ 

農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
し
出
に

つ
い
て

　

第
24
回　

平
成
28
年
５
月
24
日

・ 

農
地
法
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
（
農
委
許
可
）

　

１
件
（
可
決
）

・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

６
件
（
可
決
）

・ 
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
賃
貸
借
）５

件
（
可
決
）

・ 

農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
し
出
に

つ
い
て

　

第
25
回　

平
成
28
年
６
月
24
日

・ 

農
地
法
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
（
農
委
許
可
）

４
件
（
可
決
）

・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

１
件
（
可
決
）

・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
賃
貸
借
）８

件
（
可
決
）

・ 

土
地
の
現
況
証
明
願
に
つ
い
て

４
件
（
可
決
）

・ 

農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
し
出
に

つ
い
て

　

第
26
回　

平
成
28
年
７
月
26
日

・ 

農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
（
使
用
貸
借
）

１
件
（
可
決
）

・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

３
件
（
可
決
）

・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
賃
貸
借
）２

件
（
可
決
）

・ 

土
地
の
現
況
証
明
願
に
つ
い
て

１
件
（
可
決
）

・ 

農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
し
出
に

つ
い
て

　

第
27
回　

平
成
28
年
８
月
24
日

・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

６
件
（
可
決
）

・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
賃
貸
借
）１

件
（
可
決
）

・ 

農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
農
地
中
間
管
理
事
業
）

１
件
（
可
決
）

・ 
農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
し
出
に

つ
い
て

農
業
委
員
会

総
会
開
催
予
定

　

総
会
は
、
農
業
委
員
会
が
処
理
す

べ
き
事
項
を
審
議
あ
る
い
は
協
議
し

決
定
す
る
場
で
、
通
常
月
1
回
開
催

さ
れ
ま
す
。

■今後の総会開催予定は次のとおりです。
総会名 開　催　日 開催場所 許可申請等締切日 現況調査
第29回 平成28年10月24日（月）農業委員会会議室 10月11日（火） 10月18日（火）
第30回 平成28年11月24日（木） 〃 11月10日（木） 11月17日（木）
第31回 平成28年12月22日（木）役場 2 0 2 会議室 12月８日（木） 12月15日（木）
第32回 平成29年１月25日（水）農業委員会会議室 １月11日（水） １月18日（水）
第33回 平成29年２月24日（金） 〃 ２月10日（金） ２月17日（金）
第34回 平成29年３月24日（金） 〃 ３月10日（金） ３月17日（金）
※日程は都合により変更となる場合があります。
　最新情報は農業委員会事務局（☎65‒2519）までお問い合わせください。

近
年
は
、
突
発
的
な
集
中
豪
雨
な

ど
が
増
え
て
お
り
ま
す
が
、
農
地
か

ら
の
土
砂
流
出
に
よ
る
事
故
等
の
発

生
に
備
え
、
農
家
の
皆
さ
ん
は
次
の

こ
と
に
ご
留
意
願
い
ま
す
。

1 

傾
斜
地
の
あ
る
畑
で
は
、
横
う
ね

耕
作
や
下
側
に
素
掘
り
を
掘
る
な

ど
、
直
接
道
路
な
ど
へ
土
が
流
出

し
な
い
よ
う
努
め
ま
し
ょ
う
。

2 

道
路
境
界
近
く
ま
で
作
付
け
し
、

豪
雨
時
に
は
道
路
に
土
砂
が
流
出

し
て
い
る
畑
が
散
見
さ
れ
ま
す
の

で
、
適
正
な
管
理
に
努
め
ま
し
ょ

う
。

3 

長
い
畑
で
は
、
適
当
な
と
こ
ろ
で

水
切
り
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

4 

用
排
水
路
の
泥
上
げ
や
ゴ
ミ
等
の

取
り
除
き
に
つ
い
て
も
適
時
適
切

に
行
い
ま
し
ょ
う
。

※ 

管
理
責
任
等
に
過
失
や
瑕
疵
等
が

あ
る
と
、
賠
償
請
求
等
が
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
以
上
の

点
に
つ
い
て
十
分
留
意
の
う
え
、

適
正
な
農
地
管
理
を
お
願
い
し
ま

す
。

※豪雨後に流出した土砂の様子

農
地
の
保
全
管
理

に
つ
い
て
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農
業
委
員
視
察
研
修

平
成
28
年
９
月
４
日
〜
６
日　

富
山
県
小
矢
部
市
他　　

　

９
月
４
日
か
ら
６
日
に
か
け
農
業
委
員
14
名
が
道
外
視
察
研
修
を
行
い
ま
し

た
。
今
回
は
、
担
い
手
の
育
成
・
確
保
や
農
業
法
人
化
の
推
進
に
力
を
入
れ
て

い
る
富
山
県
農
業
会
議
（
富
山
市
）
や
富
山
県
小
矢
部
市
に
あ
る
農
業
法
人
を

訪
問
し
、
取
組
や
経
営
内
容
等
を
お
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
担
い
手

対
策
の
先
進
地
で
あ
る
富
山
県
の
現
状
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
当
町
に
お
け
る

担
い
手
対
策
や
今
後
の
農
業
振
興
の
あ
り
方
を
考
え
直
す
貴
重
な
機
会
と
な
り

ま
し
た
。

有
限
会
社　

耕
（
た
が
や
す
）

〜
富
山
県
小
矢
部
市
〜

　

富
山
県
小
矢
部
市
に
あ
る
㈲
耕

は
、
水
稲
82 

ha
、
大
麦
20 

ha
、
大
豆

28 

ha
等
を
中
心
に
生
産
し
て
い
る

他
、
味
噌
や
漬
物
等
の
農
産
加
工
に

も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
生

産
さ
れ
た
米
や
長
ネ
ギ
、
か
ぶ
、
人

参
等
の
野
菜
類
、
味
噌
や
豆
腐
等
の

加
工
品
に
つ
い
て
は
、
農
協
出
荷
や

直
売
店
で
販
売
し
て
い
る
他
、
ス
ー

パ
ー
や
生
協
、
学
校
給
食
や
個
人
配

送
も
行
う
等
、
販
路
も
き
ち
ん
と
確

保
し
て
い
ま
す
。
今
回
説
明
し
て
下

さ
っ
た
㈲
耕
の
高
田
社
長
は
、「
地

域
に
根
ざ
し
た
永
続
性
の
あ
る
農
業

経
営
を
探
り
な
が
ら
地
域
を
は
じ
め

と
す
る
多
く
の
消
費
者
の
方
々
に
信

頼
さ
れ
る
商
品
づ
く
り
を
目
標
と
し

て
い
ま
す
。」
と
話
し
て
く
れ
ま
し

た
。

一
般
社
団
法
人　

富
山
県
農
業
会
議

　

〜
富
山
県
富
山
市
〜

　

富
山
県
農
業
会
議
は
、
昭
和
29
年

８
月
「
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法

律
」
に
よ
り
、
県
知
事
の
諮
問
機
関

と
し
て
設
立
さ
れ
た
市
町
村
農
業
委

員
会
の
県
段
階
の
団
体
で
す
。
主
な

業
務
と
し
て
は
、
農
地
転
用
な
ど
、

県
知
事
が
許
可
す
る
も
の
に
つ
い

て
、
県
知
事
か
ら
諮
問
を
受
け
て
、

毎
月
１
回
審
議
す
る
他
、
市
町
村
農

業
委
員
会
へ
の
助
言
・
協
力
や
農
業

者
へ
の
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
富
山
県
農
業
会
議
で
力
を
入

れ
て
い
る
の
が
、
県
の
担
い
手
を
育

成
・
確
保
す
る
取
り
組
み
で
す
。
富

山
県
農
業
会
議
は
、
県
農
林
水
産
部

関
係
課
や
農
業
団
体
な
ど
で
構
成
さ

れ
る
「
富
山
県
担
い
手
育
成
総
合
支

援
協
議
会
」
の
事
務
局
を
務
め
、
担

い
手
を
育
成
・
確
保
す
る
た
め
、
関

係
機
関
・
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
積

極
的
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
農
業
経
営
の
法
人
化
の
推

進
に
も
力
を
入
れ
て
お
り
、
毎
年
、

集
落
営
農
組
織
や
個
人
経
営
の
農
業

者
を
対
象
に
法
人
化
説
明
会
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
説
明
会
で
は
、
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
委
嘱
し
て
い
る

税
理
士
な
ど
専
門
家
か
ら
の
話
を
聞

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
富
山
県
農
業

会
議
や
関
係
機
関
の
活
動
が
実
を
結

ん
で
い
る
の
か
、
農
業
法
人
の
数
は

増
え
て
お
り
、
昨
年
度
は
新
た
に
62

経
営
体
が
法
人
化
し
、
農
業
法
人
の

数
は
平
成
28
年
３
月
末
で
５
９
５
経

営
体
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

作
況
調
査

町
内
一
円
で
実
施

平
成
28
年
９
月
13
日

全国農業新聞の購読について（お知らせ）
～毎週金曜日にお届けします　暮らしと経営に活きる情報～

　全国農業新聞は、農業者の
公的代表機関である農業委員
会系統組織が発行する「週
刊」農業総合専門誌です。

◆毎週金曜　発行 　
◆購読料は月額700円（年間8,400円）
　※ 購読の申込み手続きなど、詳しくは農業委員会事務局
　（☎65‒2519）までお気軽にお問い合わせください。

　

農
作
業
の
本
格
的
な
収
穫
を
迎
え

る
こ
の
時
期
、
例
年
実
施
し
て
お
り

ま
す
作
況
調
査
を
本
年
も
行
い
ま
し

た
。

　

当
日
は
低
気
圧
の
接
近
で
悪
天
が

予
想
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
大
き

く
崩
れ
る
こ
と
な
く
、
町
内
各
地
区

の
農
作
物
の
生
育
状
況
や
台
風
被
害

の
状
況
等
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

ま
た
今
年
は
、
㈱
流
山
の
畜
舎
を

訪
問
し
、
今
後
の
営
農
予
定
等
に
つ

い
て
説
明
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
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こ
の
度
の
台
風
10
号
の
接
近
に

伴
う
暴
風
雨
に
よ
り
、
被
害
を
受

け
ら
れ
た
皆
さ
ま
に
謹
ん
で
お
見

舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
年
二
回
発
行
の
「
委
員

会
だ
よ
り
」
も
今
回
で
一
〇
号
と

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
紙
面

を
通
じ
、「
な
な
え
の
農
業
」
に
つ

い
て
、
少
し
で
も
ご
理
解
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

■
編
集
委
員

宅　

見　

孝　

男　

宮　

後　

英　

子　

加　

茂　

悦　

夫　

平　

野　

博　

章　

■
編
集
・
発
行

　

七
飯
町
農
業
委
員
会

　

事
務
局
（
役
場
内
）

　

〒
０
４
１

－

１
１
９
２

　

七
飯
町
本
町
６
丁
目
１

－

１

　

☎
65

－

２
５
１
９
（
直
通
）

　

鯖
65

－

９
２
８
０

農
業
委
員
の
声

農
業
委
員
の
声

　

農
業
委
員
と
し
て

　

農
業
を
継
い
で
50
年
、
農
業
委
員

と
し
て
現
在
７
期
目
を
迎
え
ま
し
た

が
、
地
域
の
皆
様
の
役
に
立
っ
て
い

る
の
か
、
委
員
と
し
て
の
役
割
を
果

た
せ
て
い
る
の
か
、
日
々
反
省
し
な

が
ら
も
他
の
農
業
委
員
の
方
々
の
お

力
添
え
等
も
あ
り
、
今
日
ま
で
活
動

し
て
く
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

農
業
を
継
い
だ
当
時
は
、
馬
で
水

田
・
畑
を
耕
し
、
手
で
田
植
え
を
し

て
お
り
ま
し
た
が
、
今
で
は
機
械
化

が
進
み
、
効
率
良
く
作
業
が
出
来
る

様
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
高
齢
化
が

進
み
、
農
業
を
リ
タ
イ
ア
す
る
方
が

多
く
な
り
、
耕
作
放
棄
地
が
増
加
す

る
状
況
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

状
況
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
未
来

の
地
域
農
業
を
支
え
て
い
く
担
い
手

を
ど
の
よ
う
に
育
て
て
い
く
か
が
大

切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

農
業
委
員
と
し
て
、
関
係
機
関
等

を
通
じ
、
地
域
農
業
の
問
題
点
等
を

農
政
に
強
く
要
請
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
七
飯
農
業
発
展
の

一
助
と
な
れ
る
よ
う
、
微
力
な
が
ら

頑
張
っ
て
い
く
所
存
で
す
の
で
、
今

後
と
も
農
業
委
員
会
に
対
し
、
ご
理

解
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

　

私
が
思
う
こ
と

　

私
が
農
業
委
員
と
な
り
、
早
３
年

目
を
迎
え
ま
し
た
。
私
と
同
様
に
他

の
農
業
委
員
も
想
い
は
同
じ
こ
と
と

思
い
ま
す
が
、
少
子
高
齢
化
時
代
を

迎
え
、
地
域
農
業
を
支
え
る
後
継
者

や
パ
ー
ト
さ
ん
等
の
不
足
、
温
暖
化

等
の
影
響
に
よ
る
異
常
気
象
と
、
近

年
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
決
し

て
恵
ま
れ
た
も
の
と
は
言
え
ず
、
農

業
を
営
む
我
々
に
と
っ
て
、
日
々
不

安
な
事
ば
か
り
で
す
。

　

今
後
ま
す
ま
す
高
齢
化
が
進
み
、

リ
タ
イ
ア
す
る
経
営
者
が
増
え
て
い

く
に
つ
れ
、
耕
作
放
棄
地
等
が
急
増

す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
状
況
の
中
で
、
い
か
に
優
良
農
地

を
守
り
、
次
世
代
に
ど
の
よ
う
に
残

し
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
農
業
委

員
会
並
び
に
農
業
委
員
の
責
務
だ
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

私
自
身
の
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で

は
あ
り
ま
す
が
、
我
が
七
飯
町
は
新

規
就
農
者
の
受
け
入
れ
体
制
が
整
っ

て
い
る
と
は
言
え
ず
、
今
後
他
の
先

進
地
域
同
様
に
新
規
就
農
者
や
研
修

生
等
の
受
け
入
れ
体
制
の
強
化
を
図

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
リ
タ
イ
ア
者

等
が
耕
作
で
き
な
く
な
っ
た
農
地
を

新
規
就
農
者
が
活
用
す
る
こ
と
が
出

来
れ
ば
、
地
域
の
農
地
が
有
効
活
用

さ
れ
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め

に
は
、我
々
農
業
委
員
だ
け
で
な
く
、

関
係
機
関
が
協
力
し
、
知
恵
を
絞
っ

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
た
び

の
台
風
10
号
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を

受
け
ら
れ
ま
し
た
皆
さ
ま
に
、
心
か

ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
日
本

の
約
４
分
の
１
の
農
産
物
を
生
産
し

て
い
る
北
海
道
、
災
害
に
負
け
ず
ガ

ン
バ
レ
生
産
者
！

宅見　孝男 委員

小松　新一 委員

農地パトロールの実施
平成２８年１０月中旬

　農業委員会では、農地法第30
条に基づく農地利用状況調査（農
地パトロール）を10月中旬に実
施いたします。
　農業委員会は、毎年この調査に
より町内農地の利用状況を確認の
うえ、遊休農地になっている農地
の所有者に対し、耕作や管理のお
願い等必要な指導を行うことに
なっています。
　この調査は、農業生産の基盤で
ある農地を守り、国内の農業生産
の増大を図り、食料の安定供給確
保実現の一助として取り組まれて
いるものです。
　調査の際、農地等へ立ち入り確
認する場合がございますが、皆様
のご理解ご協力をお願いします。

昨年度のパトロールの様子昨年度のパトロールの様子 ■ 詳しくは農業委員会（☎65-2519）・ＪＡ新はこだて
七飯基幹支店（☎65-3078）までどうぞ
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